
八峰町奨学金返還助成金交付要綱 

 八峰町奨学金返還助成金交付要綱を次のように定める。 

 

（目的） 

第１条 本助成金は、町が指定する奨学金について、就学時に貸与を受けた者に対し、県内就職後 

 にその返還額を予算の範囲内で助成することにより、若年層等の町内定着とともに、県内産業を 

 担う人材の確保及び育成を促進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）県内就職 ①秋田県内に本社機能を有する企業、団体又は個人事業主（以下「企業等」とい 

  う。）に雇用され、かつ県内事業所又は事務所で就労すること、又は②秋田県外に主たる事業 

  所又は事務所を有する企業等に、主たる勤務地を秋田県内に定めて雇用され、かつ県内事業所 

  又は事務所で就労すること、又は③秋田県内において起業し又は農林漁業等に従事すること 

（２）奨学金の年返還額 県内就職日以降の奨学金返還実績額のうち、助成対象者としての認定を 

  受けた後、町内に居住し、かつ県内事業所又は事務所で就労している期間の１２か月ごとに 

  返還した総額（奨学金貸与団体との当初の又は猶予等を理由とする変更後の約定において、 

  平成２９年４月以降に返還することとされている部分に限る。ただし、約定利息は返還した 

  総額に含むが、遅延利息及び延滞金は返還した総額に含まないものとする。） 

 

（助成対象者） 

第３条 本助成金の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。 

（１）別に定める奨学金の貸与を受け、返還予定又は返還中の者 

（２）別に定める要件を満たす、町内に定住する意思をもって住所を有する者 

（３）別に定める要件を満たす県内就職者 

２ 前項の要件を満たす者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、本助成金の対象者から 

 除くものとする。 

（１）国家公務員又は地方公務員として雇用されている者（非常勤職員及び臨時的任用職員等（た 

  だし、正職員の給料表の適用を受ける者を除く。）を除く。） 

（２）独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人等に正規に雇用されている者 

（３）秋田県奨学金返還助成金で未来創生分の助成金を受ける者 

 

（助成対象額及び助成対象期間） 

第４条 助成対象額は、第３条に定める助成対象者が返還する奨学金の年返還額とする。 

２ 助成対象期間は、第３条に定める奨学金の借入期間が２年以上３年以内の場合は２年間、３年 

 を超える場合は３年間とする。 

３ 複数の奨学金について返還を予定し又は返還している場合は、そのうちの１つのみを助成対象 

 とする。 



 

（助成率及び助成金額等） 

第５条 第３条に定める助成対象者について、助成を行う。 

２ 前項の助成率は１／３とし、助成対象額に助成率を乗じて算定した助成金額が6万6千円を 

 超える場合は、助成金額を6万6千円とする。 

３ 前項の算定において千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた金額をもって助成 

 金額とする。 

 

（助成対象者の認定申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、その交付申請を行う前までに、助成対象者の認定を 

 受けなければならない。 

２ 前項の助成対象者の認定を受けようとする者は、様式第１号に次の各号に掲げる書類を添付し 

 て、町長に提出しなければならない。 

（１）就労を証明できるもの（参考様式の「在職証明書」。これによりがたい場合は採用通知、 

  就労証明、所得証明、確定申告書の写し等） 

（２）住民票抄本 

（３）奨学金の名称、貸与金額、貸与期間、返還金額、返還計画、返還実績、返還残額を証明でき 

  るもの 

（４）奨学金貸与団体等への個人情報提供同意書（様式第２号） 

（５）その他助成対象者の認定のため必要なもの 

 

（助成対象者の認定等） 

第７条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成対象者と認定 

 するときは様式第３号（その１）により、認定しないときは様式第３号（その２）により、それ 

 ぞれ申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による認定後、申請書及び添付書類の記載事項が事実と異なるとき、その 

 他認定が不適当と認めるときは、助成対象者の認定を取り消すことができる。 

３ 町長は、前項による措置をとった場合は、その旨を様式第３号（その３）により、助成対象者 

 の認定を受けた者に通知する。 

 

（申請者又は認定者情報異動等の届出） 

第８条 第６条に規定する申請を行った者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合に 

 は、その旨を様式第４号により、速やかに町長に届け出なければならない。第７条第１項に規定 

 する認定を受けた後も同様とする。 

（１）個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、助成金振込予定口座）に異動が生じる 

  場合 

（２）就職先等情報に異動が生じる場合（離職・廃業する場合、転職する場合） 

（３）八峰町外へ転出する場合（県外事業所・事務所での勤務を命じられる場合、長期研修等に 

  よる一時的転出の場合等） 



（４）助成対象奨学金について、返還猶予を受ける場合 

（５）助成対象奨学金について、返還免除を受ける場合 

（６）助成対象奨学金について、返還計画を変更する場合（繰上返還、減額返還を行う場合等） 

（７）助成対象者の認定申請を取り下げる場合、又は助成対象者の認定を辞退する場合 

（８）その他届出の必要があると認められる場合 

２ 町長は、前項の届出に基づき情報を更新する。なお、必要な場合は第８条第１項の例により、 

 届出の内容を反映した認定通知を届出者に送付するものとする。 

 

（助成金の交付申請） 

第９条 助成金の交付を受けようとする者は、第７条第１項に規定する認定通知書に記載された 

 期限までに、助成金の交付申請を行わなければならない。 

２ 前項の交付申請は、様式第５号に次に掲げる書類を添付して、町長に提出して行わなければな 

 らない。 

（１）奨学金返還実績等報告書（様式第５号） 

（２）在職証明書（ 参考様式。これによりがたい場合は就労証明、所得証明、確定申告書の 

  写し等） 

（３）住民票抄本 

（４）奨学金の名称、貸与金額、貸与期間、返還金額、返還計画、返還実績、返還残額を証明でき 

  るもの 

（５）第７条第１項の認定通知の写し（ただし、第８条第２項により、内容を更新した後の通知を 

  受けている場合は、その通知の写し） 

（６）その他助成金の交付決定のため必要なもの 

 

（助成金の交付決定等） 

第１０条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認める 

 ときは、助成金の交付決定及び額の確定を行い、その旨を様式第６号により、申請者に通知する 

 ものとする。 

 

（助成金の交付） 

第１１条 助成金は、前条の規定に基づく額の確定後、助成金の交付決定者からの請求に基づき 

行うものとする。 

２ 前項の請求は、様式第７号を町長に提出して行わなければならない。 

 

（是正のための報告等） 

第１２条 町長は、第９条に規定する申請書を受理した場合のほか、助成事業の遂行に関し必要 

 と認めるときは、助成対象と認定した者に対し、必要な報告等を求めることができる。 

２ 町長は、前項の報告等により、是正を要する事項があると認めるときは、その者に対し、必要 

 な措置をとるよう求めることができる。 

 



（助成金の交付決定の取消及び返還命令） 

第１３条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成 

 金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて 

 返還を命ずることができる。 

（１）町長に提出する書類の記載事項に虚偽があるとき 

（２）助成金の交付決定通知書に記載の条件に違反したとき 

（３）前条の規定による報告等を求められた場合において、正当な理由がないにもかかわらず、 

  その対応を行わないとき 

（４）その他町長が不適当と認めるとき 

２ 町長は、前項による交付決定の取消を決定した場合は、その旨を、様式第８号により交付決定 

 を受けた者に通知する。また、返還を命ずる必要がある場合は、併せて返還を命ずる。 

 

（その他） 

第１４条 財務規則及びこの要綱に定めるもののほか、助成金の交付に必要な事項については、別 

 に定める。 

第１５条 この要綱で対象とならない、八峰町奨学金を現に返還中の者及び今後返還する者のうち八峰町 

 に定住の意思をもって八峰町内に居住している者については別紙１による。 

 

   附  則 

  １ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



八峰町奨学金返還助成金交付要綱第３条第１項（１）に規定する「別に定める奨学金」

について 

 

八峰町 

 

 標記について、次に掲げるとおり定める。 

 

１ 独立行政法人日本学生支援機構 

 （１）第１種奨学金 

 （２）第２種奨学金 

 

２ 公益財団法人秋田県育英会 

 （１）大学月額奨学金 

 （２）高等学校等奨学金 

 （３）多子世帯向け奨学金 

 

３ 八峰町奨学金 

 

４ その他奨学金 

 上記１～３に準ずる奨学金であって、その奨学金貸与団体と八峰町との間で、 

奨学金の返還助成について協議が整ったもの。 

 

 

附 則 

１ この規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



八峰町奨学金返還助成金交付要綱第３条第１項（２）に規定する「別に定める要件」に

ついて 

 

八峰町 

 

 標記については、次の１、２のいずれかに該当する者とする。 

 

１ 平成２８年度中に大学・高校等を卒業又は中途退学した者であって、平成 

２９年４月１日以降に、定住の意思を持って八峰町内に居住している者 

 

２ 次の（１）、（２）のいずれかに該当する者 

 （１）次のア、イのいずれかに該当する者 

   ア）平成２７年度以前に大学・高校等を卒業又は中途退学した者で 

あって、平成２８年４月１日以降に八峰町内に転入し、転入時点で 

通算１年以上八峰町外に居住実績を有する、定住の意思を持って八峰 

町内に居住している者（ただし、町外居住実績に、大学・高校等での 

就学期間は含まない。） 

   イ）平成２７年度以前に大学・高校等を卒業又は中途退学した者で 

あって、秋田県での就職決定前にＡターン希望登録済で、平成２８年 

４月１日以降に八峰町内に転入し、定住の意思を持って八峰町内に 

居住している者 

 （２）平成２７年度中に大学・高校等を卒業又は中途退学した者であって、 

就学を終えて以降、引き続き、定住の意思を持って八峰町内に居住して 

いる者 

 

 

附 則 

１ この規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



八峰町奨学金返還助成金交付要綱第３条第１項（３）に規定する「別に定める要件」に

ついて 

 

八峰町 

 

 標記については、次の１、２のいずれかに該当する者とする。 

 

１ 平成２８年度中に大学・高校等を卒業又は中途退学した者であって、平成 

２９年４月１日以降に県内就職する者 

 

２ 次の（１）、（２）のいずれかに該当する者 

 （１）平成２７年度以前に大学・高校等を卒業又は中途退学した、平成２８ 

年４月１日以降に八峰町内に転入した者であって、平成２８年４月１日 

以降に県内就職する者 

 （２）平成２７年度中に大学・高校等を卒業又は中途退学した者であって、 

平成２９年４月１日以降に、初めて県内就職する者 

 

 

附 則 

１ この規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

（助成対象者） 

 平成２９年４月１日以降に八峰町奨学金を返還する者で八峰町に定住の意思をもって八峰町内に居住

している者とする。 

 次に該当する者は、本助成金の対象者から除くものとする。 

（１）国家公務員又は地方公務員として雇用されている者（非常勤職員及び臨時的任用職員等（た 

  だし、正職員の給料表の適用を受ける者を除く。）を除く。） 

（２）独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人等に正規に雇用されている者 

（３）秋田県奨学金返還助成金で未来創生分の助成金を受ける者 

 

（助成対象額及び助成対象期間） 

 助成対象額は、助成対象者が返還する奨学金の年返還額とする。 

 助成対象期間は借入期間が２年以上３年以内の場合は２年間、３年を超える場合は３年間とする。 

 

（助成率及び助成金額等） 

 助成率は１／５とし、助成対象額に助成率を乗じて算定した助成金額が4万円を超える場合は、助成金

額を4万円とする。 

 算定において千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた金額をもって助成金額とする。 

 

（助成対象者の認定申請） 

 助成金の交付を受けようとする者は、その交付申請を行う前までに、助成対象者の認定を受けなければ

ならない。 

 助成対象者の認定を受けようとする者は、様式第9号に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなけ

ればならない。 

（1）住民票抄本 

（2）貸与金額、貸与期間、返還金額、返還計画、返還実績、返還残額を証明できるもの 

（3）奨学金貸与団体等への個人情報提供同意書（様式第10号） 

（4）その他助成対象者の認定のため必要なもの 

 

（助成対象者の認定等） 

 町長は、認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成対象者と認定するときは様式第11号（そ

の１）により、認定しないときは様式第11号（その２）により、それぞれ申請者に通知するものとする。 

 町長は、認定後、申請書及び添付書類の記載事項が事実と異なるとき、その他認定が不適当と認めると

きは、助成対象者の認定を取り消すことができる。認定を取り消す場合は、その旨を様式第11号（その３）

により、助成対象者の認定を受けた者に通知する。 

 

（申請者又は認定者情報異動等の届出） 

 認定申請を行った者は、次のいずれかに該当することとなった場合には、その旨を様式第12号により、



速やかに町長に届け出なければならない。認定を受けた後も同様とする。 

（1）個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、助成金振込予定口座）に異動が生じる 

  場合 

（2）八峰町外へ転出する場合 

（3）助成対象奨学金について、返還猶予を受ける場合 

（4）助成対象奨学金について、返還免除を受ける場合 

（5）助成対象奨学金について、返還計画を変更する場合（繰上返還、減額返還を行う場合等） 

（6）助成対象者の認定申請を取り下げる場合、又は助成対象者の認定を辞退する場合 

（7）その他届出の必要があると認められる場合 

 町長は、この届出に基づき情報を更新する。なお、必要な場合は届出の内容を反映した認定通知を届出

者に送付するものとする。 

 

（助成金の交付申請） 

 助成金の交付を受けようとする者は、認定通知書に記載された期限までに、助成金の交付申請を行わな

ければならない。 

 交付申請は、様式第13号に次に掲げる書類を添付して、町長に提出して行わなければならない。 

（１）奨学金返還実績等報告書（様式第13号） 

（２）住民票抄本 

（３）奨学金の名称、貸与金額、貸与期間、返還金額、返還計画、返還実績、返還残額を証明できるもの 

（４）認定通知の写し（ただし、内容を更新した後の通知を受けている場合は、その通知の写し） 

（５）その他助成金の交付決定のため必要なもの 

 

（助成金の交付決定等） 

 町長は、交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成金の交付決定及び

額の確定を行い、その旨を様式第14号により、申請者に通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

 助成金は、助成金の交付決定等に基づく額の確定後、助成金の交付決定者からの請求に基づき行うもの

とする。 

 請求は、様式第15号を町長に提出して行わなければならない。 

 

（是正のための報告等） 

 町長は、助成金の申請書を受理した場合のほか、助成事業の遂行に関し必要と認めるときは、助成対象

と認定した者に対し、必要な報告等を求めることができる。 

 必要な報告等により、是正を要する事項があると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるよう

求めることができる。 

 

（助成金の交付決定の取消及び返還命令） 

 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の



全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて 返還を命ずることができ

る。 

（１）町長に提出する書類の記載事項に虚偽があるとき 

（２）助成金の交付決定通知書に記載の条件に違反したとき 

（３）必要な報告等を求められた場合において、正当な理由がないにもかかわらず、その対応を行わない 

  とき 

（４）その他町長が不適当と認めるとき 

 町長は、交付決定の取消を決定した場合は、その旨を、様式第16号により交付決定を受けた者に通知す

る。また、返還を命ずる必要がある場合は、併せて返還を命ずる。 

 


